
議員提出第１１号議案 

 

   足立区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１

３条第１項の規定により提出する。 

  平成２５年９月１７日 

         提 出 者 

足立区議会議員  さ と う  純  子 

同        針  谷  み き お 

同        ぬ か が  和  子 

同        鈴  木  けんいち 

同        伊  藤  和  彦 

同        浅  子  け い 子 

同        は た の  昭  彦 

 

足立区議会議長  馬 場 信 男  様 

 

（提案理由） 

 食品の放射能を測定し、区民の安全・安心を守るため、本改正案を提

出する。 



   足立区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

 

 足立区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例

（平成２４年足立区条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「恒温槽」の次に「、放射性物質検査機器」を加える。 

   付 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


